
議第２号 

 

   茨城県議会会議規則の一部を改正する規則 

 

 上記議案を別紙のとおり茨城県議会会議規則第１４条第２項の規定により

提出します。 

 

  令和８年３月２４日 

 

 茨城県議会議長 舘   静 馬 殿 

 

    提出者 茨城県議会議会運営委員会委員長 飯 田 智 男 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   茨城県議会会議規則の一部を改正する規則 

 

 茨城県議会会議規則（昭和 35 年茨城県議会規則第１号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第２項中「６週間」を「８週間」に改める。 

   付 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

 



議第３号 

 

   茨城県議会の議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例 

 

 上記議案を別紙のとおり茨城県議会会議規則第１４条第２項の規定により

提出します。 

 

  令和８年３月２４日 

 

 茨城県議会議長 舘   静 馬 殿 

 

    提出者 茨城県議会議会運営委員会委員長 飯 田 智 男 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   茨城県議会の議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を 

改正する条例 

 

 茨城県議会の議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例（平成 13 年茨城県条例

第 36 号）の一部を次のように改正する。 

 第３条の２第１項第３号中「６週間」を「８週間」に改める。 

   付 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 



議第４号 

 

   不登校児童生徒に対する学ぶ権利の保障の確立を求める意見書 

 

上記議案を別紙のとおり茨城県議会会議規則第１４条第１項の規定により

提出します。 

 

  令和８年３月２４日 

 

 茨城県議会議長 舘   静 馬 殿 

 

提出者  茨城県議会議員 海 野   透 

 

同    葉 梨   衛 

 

      同    白 田 信 夫 

 

      同    飯 塚 秋 男 

 

      同    細 谷 典 幸 

 

      同    小 川 一 成 

 

      同    半 村   登 

 

同    田 山 東 湖 

 

       同    常 井 洋 治 

 

同    川 津   隆 

 

       同    伊 沢 勝 徳 

 

        同    下 路 健次郎 

 

       同    石 塚 隼 人 

 

 

 

 



   不登校児童生徒に対する学ぶ権利の保障の確立を求める意見書 

 

現在、学校に通う児童生徒を取り巻く環境は大きく変化するとともに、学

び方も時代の流れによって多様化している。このような中、全国的に不登校

児童生徒数が増加しており、令和６年度の義務教育段階における不登校児童

生徒数は、全国で過去最多の３５万３,９７０人であり、１２年連続で増加

している。本県においても７,９３５人の児童生徒が不登校となっており、

依然として高い水準で推移している状況である。 

不登校児童生徒の増加により、不登校は、どの子にも起こりうるものであ

るとの認識も広まりつつあるが、依然として学校復帰のみをゴールとする支

援がなされたり、家庭の経済状況によって学びの機会に格差が生じたりして

いる現実がある。 

文部科学省は、不登校を問題行動ではないとしているところ、そうであれ

ば、義務教育制度をより充実させながら、一方で不登校を多様な学びの一つ

として位置付け、早急に、不登校児童生徒の「学ぶ権利」を保障するための

制度設計を行うことが必要である。 

よって、国においては、義務教育の段階における普通教育に相当する教育

の機会の確保等に関する法律（平成２８年法律第１０５号）の理念を具現化

し、子どもたちが誰一人取り残されることなく、自らの可能性を最大限に伸

ばせる社会を実現するため、下記の措置を講じられるよう強く要望する。 

 

記 

 

１ フリースクール、ＩＣＴやメタバースを活用したオンライン学習、ホー

ムエデュケーション等を選択肢として法的に位置付け、学校外の学びを出

席扱いとする全国統一かつ柔軟な制度を構築すること。また、オンライン

支援と家庭訪問等のアウトリーチ支援を一体的に強化すること。 

 

２ フリースクール等の設立や運営に対する経済的支援制度を創設すると

ともに、不登校児童生徒が、家庭の経済状況に関係なくフリースクール等

を活用した学びの機会を確保できるよう、経済的支援を実施すること。 

 

３ 不登校児童生徒が放課後児童クラブの施設を居場所として活用でき、か

つ学習等の機会が確保できるよう、制度を整備すること。 

 

４ 教育予算を拡充し教員の増員を進めるとともに、校内教育支援センター

の運営のため、専任教員・支援員配置を制度化すること。 

 

 

５ 公認心理師、臨床心理士等の資格を有するスクールカウンセラーや、社

会福祉士、精神保健福祉士等の資格を有するスクールソーシャルワーカー



といった専門的人材の育成を推進し、学校のみならず、多様な学びの場で

の全国配置を行うこと。 

 

６ 教員養成課程及び現職研修において、不登校対応や多様な学びに関する

専門的知識と実践力を体系的に習得できる仕組みを整備すること。 

 

７ 国主導で官民連携プラットフォームを構築し、不登校に関する全国的デ

ータ、支援情報等を共有できる体制を整備すること。 

 

８ 不登校児童生徒の保護者が、離職や就業制限を余儀なくされることがな

いよう、不登校対策に関する行政の取組や相談窓口に関する情報の周知を

徹底し、介護休業・休暇制度等の利用についても啓発を促進すること。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

令和８年  月  日 

 

茨城県議会議長 舘   静 馬    

 

（提 出 先） 

衆 議 院 議 長 

参 議 院 議 長 

内閣総理大臣 

総 務 大 臣 

財 務 大 臣 

文部科学大臣 

厚生労働大臣 

内閣府特命担当大臣（こども政策） 

 


